
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４２回トラックドライバー・コンテスト大分県大会 

 
 
  

実施要綱 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
主 催：公益社団法人大分県トラック協会 

    

後 援：九州運輸局大分運輸支局 

（予定） 大分県警察本部 

   

協 力：いすゞ自動車九州㈱ 中九州支社大分支店 

（予定） 九州日野自動車㈱ 大分支店 

        三菱ふそうトラック・バス㈱ 九州ふそう大分支店 

        ＵＤトラックス㈱ 熊本・大分支社 

    
    
 
 



 
第４２回トラックドライバー・コンテスト大分県大会  

 実施要綱（案） 

 

                        （公社）大分県トラック協会 

 

１ 目  的  トラックドライバーへ関係法令の習得と運転並びに整備技術の向

上を図ることにより、交通事故防止への意識の醸成を促進させるこ

とを目的とする。 

 

２ 主  催  公益社団法人大分県トラック協会 

 

３ 後  援  九州運輸局大分運輸支局 

  大分県警察本部  

 

４ 協  力  いすゞ自動車九州株式会社 中九州支社大分支店  

  九州日野自動車株式会社 大分支店 

        三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう大分支店 

ＵＤトラックス株式会社 熊本・大分支社      

 

５ 開 催 日  令和５年７月２２日（土）９時００分から（受付８時３０分）  

 

 

６ 会  場  大分市向原西１丁目１番２７号 

        大分県トラック会館 

 

７ 競技部門 

 

 ４トン部門、１１トン部門、トレーラ部門、女性部門の４部門とする。 

 実科競技に使用する車両は、出場部門により以下のとおりとする。 

   

(１)４トン部門・・・４トン車 

 

(２)１１トン部門・・・１１トン車 

 

  (３)トレーラ部門・・・１１トン車 

 

(４)女性部門・・・２トン車、４トン車、１１トン車のいずれかを選択。 

 

 ※ 重複して他部門に出場することはできない。 



８ 出場資格 

 

（１） 協会会員事業所に勤務する従業員で勤務成績が優秀であり、出場推薦日

において過去３年間人身事故を起こしたことがなく、かつ、過去１年間に

おいて無事故無違反であること。 

 

（２） 過去に全国大会で優勝した者、及び全国大会に２回出場している者（女

性部門は除く。）は出場することができない。   

 

（３） 無資格者並びに出場推薦日から競技当日までの間に、事故を起こした者

及び違反をした者は、大会に出場はできるが表彰対象外とする。 

 

 

９ 表  彰 （選手表彰のみ） 

 

各部門の１位～３位 

   （公社）大分県トラック協会長表彰 

  ※ 各部門での出場者が５名以上の場合は、１位から３位、４名以下の場合

は１位の入賞のみとする。但し、出場者が１名の場合は特別賞とする。 

  

10 副  賞     

 

入賞者には副賞を、入賞者以外の者には参加賞を授与する。 

 

11 競技審査の概要 

 

（１）学 科 競 技 

試験の方法は、全部門とも単答式とする。また、制限時間は７０分、問題数は

計１００問の２００点満点とする。 

① 交通法規 ・・・５０問  １００点 

② 構造機能 ・・・２５問   ５０点 

③ 運転常識 ・・・２５問   ５０点 

 

 （２）実 科 競 技  

   

○整備点検競技（１０分間、１００点満点） 

車両の安全を確保する為の日常点検整備について、点検箇所、点検内容

(着眼)、点検動作等について審査し、整備点検採点表に基づいて採点する。 

 

 



 （３）順位の決定方法 

総合得点の上位順とし、同点の場合は次による。 

① 学科競技、実科競技の順に点数が上位の者 

② 全てが同点の場合には、高年齢者とする。 

 

12 全国大会への推薦 

 

      全国大会出場選手の推薦は、次のとおりとする。 

（１） 県大会の結果、４トン部門、１１トン部門、トレーラ部門、女性部門

の成績優秀者で、出場推薦日において過去３年間人身事故を起こしたこと

がなく、かつ過去１年間において無事故無違反の者を各出場部門から推薦

する。 

ただし、出場推薦日から競技当日までの間に事故を起こした者及び違反

をした者の出場および入賞は取り消すものとする。 

 

（２） 全国大会出場選手は、同一事業者から１名限りとする。 

（女性部門は除く） 

 

 

13 そ の 他 

 

   本要綱に定めのないものについては、交通・環境対策委員会にて協議を行い

決議するものとする。 


